
事業者連携による
稼ぐ観光地域づくり推進事業費

補助金のご案内

【問い合わせ・書類提出先）
秋田県 観光文化スポーツ部 観光戦略課

募集期間

申込方法

２０２５年７月２４日（木）～８月２９日(金)17:00必着

電子メール、郵送、持参
※申請に必要な書類は、秋田県公式サイト「美の国あきたネット」に掲載している募集要項を
 ご確認ください。
（URL） https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/90429

※申請に関する問い合わせ等については随時受け付けます。

〒018-8572 秋田市山王3丁目1-1（秋田県庁第二庁舎１階）

電話 018-860-1463
Email kankousenryakuka@pref.akita.lg.jp

※開庁時間8：30～17：15

美の国あきたネットはこちらから

CHECK!

＜ 事業者連携による、魅力ある現地発着旅行商品の造成・販売を支援 ＞

事業の詳細、募集要項等については、下記のサイトをご覧ください。

■ 補助金の目的
体験型コンテンツの開発等において、観光関連事業者の連携を促すとともに、魅力ある現地発着旅行商品の造成・販売

を支援することで、本県への観光客の誘致促進を図ります。

補助対象経費 補助率または補助額 補助件数

会場借上料や講師謝金・講師招聘旅費、需用費、印刷費等
体験型コンテンツの造成に要する経費

10/10(上限20万円) ５件

■ 補助対象事業者・補助対象事業
次の（１）～（３）の全てに該当する新たな体験型観光コンテンツの造成・既存観光コンテンツのブラッシュアップ事業を補助

します。詳しくは、事業者連携による稼ぐ観光地域づくり推進事業費補助金実施要領をご覧ください。
 (1)次に該当する観光関連事業者複数が連携した事業を行うこと（２者以上）

①観光関連団体（ＤＭＯ、観光協会 等）
②民間事業者（宿泊事業者、観光施設、飲食店 等）
③その他①・②に準じる団体と認められるもの
※観光関連団体を含んだ連携としてください。

 (2) 令和７年度中に体験型コンテンツ等現地発着旅行商品を造成し、販売すること（2件以上）
※既存観光コンテンツをブラッシュアップした販売も可とします。

 (3) 体験型コンテンツの造成に向けたワークショップを開催すること（２回以上）
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